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◎
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
保
育
及
び
子
育
て
支
援
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
に
よ
る
改
正
後
）

第
二
十
一
条
の
八

市
町
村
は
、
次
条
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
事
業
に
係
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が

積
極
的
に
提
供
さ
れ
、
保
護
者
が
、
そ
の
児
童
（
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
保
護
者
の
心
身

の
状
況
、
こ
れ
ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
当

該
児
童
を
養
育
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
支
援
が
総
合
的
に
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
又
は
こ
れ
に
参
画
す
る
者
の
活
動
の
連

携
及
び
調
整
を
図
る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体

制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
九

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
区

域
内
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
子
育
て
短
期
支
援
事
業

及
び
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
子
育
て

支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

適
当
な
施
設
に
お
い
て
保
護
者
の
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る
事
業

三

（
略
）

第
二
十
一
条
の
八

市
町
村
は
、
次
条
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
事
業
に
係
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が

積
極
的
に
提
供
さ
れ
、
保
護
者
が
、
そ
の
児
童
及
び
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、

こ
れ
ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
当
該
児
童
を

養
育
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
支
援
が
総
合
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
又
は
こ
れ
に
参
画
す
る
者
の
活
動
の
連
携
及
び
調

整
を
図
る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
九

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
区

域
内
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
及
び
子
育
て
短
期
支
援
事
業
並

び
に
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
子
育
て

支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

保
育
所
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
保
護
者
の
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る

事
業

三

（
略
）
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第
五
十
六
条
の
八

保
育
の
実
施
へ
の
需
要
が
増
大
し
て
い
る
市
町
村
（
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
は
、
保
育
の
実
施
の
事
業
及
び
主
務
省
令
で
定

め
る
子
育
て
支
援
事
業
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
保
育
及
び
子
育
て
支
援

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

及
び
第
五
十
九
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
児
童
の
保
育
に
関
す
る
事

業
で
あ
つ
て
特
定
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
供
給
体
制
の
確
保
に
関

す
る
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

②
～
⑤

（
略
）

第
五
十
九
条
の
七

（
略
）

②

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
厚
生
労
働
省
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
子

育
て
支
援
事
業
に
該
当
す
る
事
業
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
以
外
の
大
臣
が
所

管
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
そ
の
事
業
を

所
管
す
る
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
八

保
育
の
実
施
へ
の
需
要
が
増
大
し
て
い
る
市
町
村
（
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
は
、
保
育
の
実
施
の
事
業
及
び
主
務
省
令
で
定

め
る
子
育
て
支
援
事
業
そ
の
他
児
童
の
保
育
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
特
定

市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

②
～
⑤

（
略
）

第
五
十
九
条
の
七

（
略
）

②

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
厚
生
労
働
省
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
十
一
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
事
業
の
う
ち
厚
生
労
働
大

臣
以
外
の
大
臣
が
所
管
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大

臣
及
び
そ
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。
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○
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
等
）

第
十
一
条

国
は
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
市
町
村
行
動
計
画
又
は
都

道
府
県
行
動
計
画
に
定
め
ら
れ
た
措
置
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た

め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金
を
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
主
務
大
臣
）

第
二
十
二
条

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
け
る
主
務

大
臣
は
、
行
動
計
画
策
定
指
針
の
う
ち
、
市
町
村
行
動
計
画
及
び
都
道
府
県
行

動
計
画
に
係
る
部
分
並
び
に
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
係
る
部
分
（
雇
用
環
境

の
整
備
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働

大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
文
部
科
学
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大

臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
厚
生

労
働
大
臣
と
す
る
。

２

第
九
条
第
四
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
文
部
科
学
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
と
す
る
。

（
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
等
）

第
十
一
条

国
は
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
に
対
し
、
市
町
村
行
動
計
画
又
は
都

道
府
県
行
動
計
画
に
定
め
ら
れ
た
措
置
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た

め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
主
務
大
臣
）

第
二
十
二
条

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
け
る
主
務

大
臣
は
、
行
動
計
画
策
定
指
針
の
う
ち
、
市
町
村
行
動
計
画
及
び
都
道
府
県
行

動
計
画
に
係
る
部
分
並
び
に
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
係
る
部
分
（
雇
用
環
境

の
整
備
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
、
国
家
公
安

委
員
会
、
文
部
科
学
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
及
び
環
境
大
臣
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
と
す

る
。

２

第
九
条
第
四
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
厚
生
労
働
大

臣
、
国
家
公
安
委
員
会
、
文
部
科
学
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、

国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
と
す
る
。
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○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

一
～
五
十
四

（
略
）

五
十
四
の
二

こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
保
育
及
び
子
育
て
支

援
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
、
子
育
て
支
援

事
業
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ

と
（
他
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も

に
関
す
る
保
育
及
び
子
育
て
支
援
の
総
合
的
な
提
供
に
関
す
る
関
係
行
政

機
関
の
事
務
の
連
絡
調
整
並
び
に
こ
れ
に
伴
い
必
要
と
な
る
当
該
事
務
の

実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
五
～
六
十
一

（
略
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

一
～
五
十
四

（
略
）

五
十
五
～
六
十
一

（
略
）


